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災
害
時
の
被
災
者
救
援
活
動

災
害
現
場
へ
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
や
救
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
、
救
援
物
資
の
配

布
や
炊
き
出
し
の
ほ
か
、
心
身
の
ケ
ア
や

避
難
所
運
営
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

赤
十
字
講
習
の
実
施	

—

　
事
故
や
病
気
に
対
す
る
応
急
処
置
の
方

法
や
家
庭
内
で
の
病
気

の
予
防
、
高
齢
者
の
介

護
方
法
な
ど
の
普
及
を

目
的
に
、
救
急
法
や
生

活
支
援
の
講
習
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

 

赤
十
字
奉
仕
団
の
育
成	

—

福
祉
施
設
や
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
と

の
交
流
を
は
じ
め
、
大
規
模
災
害
発
生
時

の
救
援
活
動
な
ど
を
行
う
赤
十
字
奉
仕
団

を
育
成
し
て
い
ま
す
。

 

募
金
や
義
援
金
の
受
け
付
け	

—

赤
十
字
の
活
動
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
寄

付
金
な
ど
を
財
源
と
し
て
い
て
、
国
内
外

の
被
災
者
へ
の
医
療
救
護
活
動
や
物
資
の

調
査
の
対
象
と
な
る
人

次
の
①
～
⑧
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
の
う
ち
、
災
害
時
に
自
ら
避
難
す
る
こ

と
が
困
難
で
、
家
族
の
支
援
だ
け
で
は
避

難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
家
族

な
ど
の
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
在
宅
の
人

①
65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し

②
75
歳
以
上
の
人
の
み
の
世
帯

③
要
介
護
度
３
以
上

④
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

て
、
１
・
２
級
の
肢
体
障
が
い
ま
た
は
、

視
覚
障
が
い
、
聴
覚
障
が
い
に
該
当

⑤
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

⑥
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る

⑦
難
病
患
者
の
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る

⑧
①
～
⑦
に
準
じ
る
状
態
で
、
自
ら
登
録

を
申
し
出
た
人

開
設
場
所
・
時
間

【
こ
ど
も
家
庭
課
】

月
～
金
曜
日　
8
時
30
分
～
17
時
15
分

【
市
保
健
セ
ン
タ
ー
】（M

ま

る

ま

る

allm
all

内
）

月
～
金
曜
日
、
第
2
日
曜
日　
8
時
30
分

～
17
時
15
分
（
木
曜
日
は
19
時
ま
で
）

※
い
ず
れ
も
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く

事
業
内
容

妊
娠
期
か
ら
出
産
、

子
育
て
期
ま
で
の
相

談
窓
口
と
し
て
、
専

門
職
が
相
談
を
受
け

付
け
、
関
係
機
関
と

連
携
し
て
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
。

相
談
方
法

要
予
約
の
上
、来
所
、

電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ

さ
い
。

「
肩
車
社
会
」
の
到
来

2
0
2
5
（
令
和

7
）
年
、
全
て
の
団

塊
の
世
代
が
75
歳
以

上
に
な
り
、
介
護
が

必
要
な
人
の
増
加
が

見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
日
本

の
高
齢
化
率
は
団
塊

ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
65
歳
以
上
を
迎
え
る

2
0
4
0
（
令
和
22
）
年
ま
で
上
昇
し
続

け
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
今
後
は
現
役
世

代
1
・
3
人
で
1
人
の
高
齢
者
を
支
え
る

「
肩
車
社
会
」
の
到
来
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
状
況
を
踏
ま
え
、
市
で
は
、
令
和

6
～
8
年
度
ま
で
の
計
画
で
あ
る
、「
第

9
期
都
城
市
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
介
護

保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

重
点
指
針

本
計
画
で
は
、
3
つ
の
指
針
を
掲
げ
、

今
後
３
年
間
の
施
策
を
展
開
し
ま
す
。

・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推

進
に
向
け
た
取
り
組
み

・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
介

提
供
な
ど
を
目
的
に
、
募
金
や
義
援
金
の

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
赤

十
字
へ
多
く
の
募
金
を
寄
せ
ら
れ
た
個
人

ま
た
は
法
人
に
は
、
表
彰

制
度
も
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
く
だ
さ
い
。

 

献
血（
血
液
事
業
）	

—

輸
血
や
血
液
製
剤
に
よ
る
治
療
を
必
要

と
す
る
人
に
血
液
を
提
供
す
る
た
め
、
献

血
ル
ー
ム
や
献
血
車
に

よ
る
献
血
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
献
血
は
、

常
設
会
場
の
献
血
ル
ー

ム
（
カ
リ
ー
ノ
宮
崎
・

宮
崎
市
橘
通
東
四
丁

目
8
-1
）
の
ほ
か
、
県
内
を
巡
回
す
る

献
血
バ
ス
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
献
血
バ
ス
の
運
行

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

日
時
や
会
場
な
ど
は
、

県
赤
十
字
血
液
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
９
８
５
-50
-１
８
０
０
）

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

名
簿
へ
の
登
録
方
法

支
援
が
必
要
な
人
を
正
確
に
把
握
す
る

た
め
、
名
簿
を
毎
年
更
新
し
て
い
ま
す
。

支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
「
名
簿

登
録
調
査
票
」
を
８
月
末
ま
で
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
祉

課
ま
で
返
送
く
だ
さ
い
。

◉
留
意
事
項

・
調
査
票
が
届

い
た
人
で
登

録
を
希
望
し

な
い
場
合
は

「
名
簿
情
報

提
供
拒
否
申

出
」
を
提
出
く
だ
さ
い

・
調
査
票
が
届
か
な
か
っ
た
人
も
登
録
で

き
ま
す
（
⑧
の
対
象
者
）

・
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
も
、
災
害
時
の
支

援
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
家
庭
課　
☎
23
‒
０
９
６
４

kodom
okatei@

city.m
iyakonojo.

m
iyazaki.jp

市
保
健
セ
ン
タ
ー　
☎
36
‒
５
６
６
１

m
j-hoken@

city.m
iyakonojo.

m
iyazaki.jp

護
人
材
確
保
お
よ
び
介
護
現
場
の
生
産

性
向
上
の
推
進

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
計
画
的
な
整
備

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

い
き
い
き
長
寿
課
、
介
護
保
険
課
お
よ

び
福
祉
課
の
窓
口

で
配
布
す
る
冊
子

を
確
認
く
だ
さ
い

5
月
8
日
の
「
世
界
赤
十
字
デ
ー
」
に
合
わ
せ
、
毎
年
5
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
23
-０
９
６
３

災
害
発
生
時
や
発
生
の
恐
れ
の
あ
る
と
き
に
、
自
力
で
避
難
が
難
し
い
高
齢
者
や
障
が

い
の
あ
る
人
は
、
避
難
情
報
の
伝
達
や
避
難
所
へ
の
誘
導
な
ど
支
援
が
必
要
で
す
。

市
で
は
、
自
治
公
民
館
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
消
防
団
な
ど
の
「
避
難
支
援
等
関

係
者
」
と
連
携
し
、
避
難
を
支
援
す
る
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、
災
害
対

策
基
本
法
に
基
づ
く
「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」
の
作
成
に
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
23
-0
9
6
3

本
セ
ン
タ
ー
で
は
、
妊
産
婦
や
乳
幼
児
、
子
ど
も
の
健
康
の
保
持
や
増
進
、
早
期
か
ら

の
虐
待
防
止
を
図
る
た
め
、
妊
産
婦
や
子
ど
も
、
子
育
て
世
帯
へ
福
祉
や
保
健
に
関
す
る

一
体
的
な
相
談
支
援
を
行
い
ま
す
。
今
回
は
、
セ
ン
タ
ー
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ	

い
き
い
き
長
寿
課	

☎
23
-2
6
8
5

	

介
護
保
険
課	

☎
23
-2
1
1
4

	

福
祉
課	

☎
23
-0
9
6
3

５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す

災
害
時
に
支
援
が
必
要
な
人
の

名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す

「
都
城
市
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」

を
設
置
し
ま
し
た

住
み
慣
れ
た
地
域
の
中
で
支
え
合
い
、

安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
て

本計画に基づき、特に高
齢者が要介護状態になるの
を未然に防止し、少しでも
長く健康で自立した生活を
送れるよう、※フレイル予
防を含む介護予防を強化し
ていきます。
※加齢により心身が老い衰
　えた状態

気軽に相談ください！
子育てを頑張ることはとて

も大変なことです。子育てに
関する悩みや心配事がある時は、
一人で抱えず、気軽に相談く
ださい。母子保健と児童福祉
の専門的知識を持つ職員が連
携・協力しながらお子さんと
その家庭に寄り添い、きめ細
かな支援を提供します。

いきいき長寿課
技師

土井 絢乃 

こども家庭課
主任技師

椿 友
ゆう　さく

作 


